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「
歪
め
ら
れ
た
日
本
版
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

提 

出 

日   
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九
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十
日 

答
弁
書
受
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日 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日 

                 

 
 

本
年
七
月
十
一
日
、
枝
野
前
内
閣
官
房
長
官
な
ど
三
大
臣
名
で
、
「
我
が
国
原
子

力
発
電
所
の
安
全
性
の
確
認
に
つ
い
て
（
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
を
参
考
に
し
た
安
全
評

価
の
導
入
等
）
」
が
発 
表
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
定
期
検
査
後
の
原
子
力
発

電
所
の
再
起
動
に
関
し
て
は
、
（
中
略
）
疑
問
を
呈
す
る
声
も
多
く
、
国
民
・
住
民

の
方
々
に
十
分
な
理
解
が
得
ら
れ
て
い
る
と 

は
言
い
難
い
状
況
に
あ
る
」
と
し
て
、

「
国
民
・
住
民
の
方
々
の
安
心
・
信
頼
の
確
保
の
た
め
、
欧
州
諸
国
で
導
入
さ
れ
た

ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
を
参
考
に
、
新
た
な
手
続
き
、
ル
ー
ル
に
基
づ 

く
安
全
評
価
を

実
施
す
る
」
と
し
て
い
る
。 

 

一
方
、
欧
州
原
子
力
安
全
規
制
グ
ル
ー
プ
（
Ｅ
Ｎ
Ｓ
Ｒ
Ｇ
）
が
定
め
た
欧
州
ス
ト

レ
ス
テ
ス
ト
仕
様
書
に
よ
れ
ば
、
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
は
、
「
包
括
か
つ
透
明
性
の
あ

る
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ 

ン
ト
」
と
同
義
と
さ
れ
、
仕
様
書
全
体
の
三
分
の
一
が
、「
ピ

ア
レ
ビ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
」
及
び
「
透
明
性
」
の
記
述
に
割
か
れ
て
お
り
、
「
十
分
な

透
明
性
だ
け
で
は
な
く
国
民
の
参
加
の
機 

会
に
よ
っ
て
初
め
て
欧
州
ス
ト
レ
ス
テ

ス
ト
が
欧
州
市
民
に
認
知
さ
れ
う
る
（
私
訳
）
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
「
日
本
版
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
」
に
お
い
て
は
、
七
月
十
一
日
の

三
大
臣
公
表
資
料
及
び
こ
れ
を
受
け
て
七
月
二
十
二
日
に
電
気
事
業
者
宛
て
に
指

示
さ
れ
た
原
子
力
安 

全
・
保
安
院
長
名
の
実
施
要
綱
に
は
、
一
言
も
「
ピ
ア
レ
ビ

ュ
ー
」
及
び
「
透
明
性
」
に
関
す
る
記
述
が
な
く
、
「
歪
め
ら
れ
た
日
本
版
ス
ト
レ

ス
テ
ス
ト
」
と
の
批
判
の
声
が
上
が
っ
て
い
る
。 

 

そ
こ
で
、
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。 

 

一 

「
国
民
・
住
民
の
方
々
の
安
心
・
信
頼
の
確
保
の
た
め
、
欧
州
諸
国
で
導
入
さ

れ
た
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
を
参
考
に
、
（
中
略
）
安
全
評
価
を
実
施
す
る
」
と
し
て
お

き
な
が
ら
、
七
月
十 

一
日
の
三
大
臣
公
表
資
料
及
び
こ
れ
を
受
け
て
七
月
二
十
二

日
に
電
力
事
業
者
宛
て
に
指
示
さ
れ
た
原
子
力
安
全
・
保
安
院
長
名
の
実
施
要
綱
に

は
、「
ピ
ア
レ
ビ
ュ
ー
」
及
び
「
透
明
性
」 

に
関
す
る
記
述
が
一
言
も
な
い
の
は
何

故
か
。「
日
本
版
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
」
に
お
い
て
は
、
「
透
明
性
」
及
び
「
ピ
ア
レ
ビ

ュ
ー
」
は
重
要
で
は
な
い
の
か
。「
歪
め
ら
れ
た
日
本
版
ス
ト 

レ
ス
テ
ス
ト
」
と
の

批
判
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

質 

問 

                     
一
及
び
六
か
ら
八
ま
で
に
つ
い
て 

 

平
成
二
十
三
年
七
月
十
一
日
に
内
閣
官
房
長
官
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
内
閣
府
特
命
担
当

大
臣
に
お
い
て
取
り
ま
と
め
た
「
我
が
国
原
子
力
発
電
所
の
安
全
性
の
確
認
に
つ
い
て
（
ス

ト
レ 

ス
テ
ス
ト
を
参
考
に
し
た
安
全
評
価
の
導
入
等
）
」
は
、
欧
州
諸
国
で
導
入
さ
れ
た
ス

ト
レ
ス
テ
ス
ト
を
参
考
に
し
た
安
全
評
価
の
導
入
等
に
関
す
る
政
府
の
統
一
見
解
を
示
す
こ

と
を
目
的 

と
し
て
お
り
、
ま
た
、
同
月
二
十
一
日
に
経
済
産
業
省
原
子
力
安
全
・
保
安
院
（
以

下
「
保
安
院
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
定
め
た
「
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電

所
に
お
け 

る
事
故
を
踏
ま
え
た
既
設
の
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
安
全
性
に
関
す
る
総
合
的

評
価
に
関
す
る
評
価
手
法
及
び
実
施
計
画
」
は
、
電
気
事
業
者
に
求
め
る
既
設
の
発
電
用
原

子
炉
施
設
の
安
全 

性
に
関
す
る
総
合
的
評
価
（
以
下
「
総
合
的
安
全
評
価
」
と
い
う
。）
に 

政 

府 

回 

答 
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二 

欧
州
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
仕
様
書
に
よ
れ
ば
、
許
可
事
業
者
及
び
各
国
か
ら
中
間

報
告
書
が
そ
れ
ぞ
れ
、
八
月
十
五
日
及
び
九
月
十
五
日
ま
で
に
提
出
さ
れ
、
各
国
法

律
及
び
国
際
的
責
任 

に
基
づ
き
公
表
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
提
出

及
び
公
表
状
況
に
つ
い
て
政
府
と
し
て
把
握
し
て
い
る
か
。
把
握
し
て
い
る
の
で
あ

れ
ば
、
何
か
国
及
び
何
許
可
事
業
者
か
ら
提 

出
さ
れ
て
い
る
の
か
。
各
中
間
報
告

書
の
ペ
ー
ジ
数
と
併
せ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
な
ど
の
理

由
に
よ
り
公
表
さ
れ
て
い
な
い
部
分
が
あ
る
こ
と
を
政
府
と
し
て
把 

握
し
て
い
る

の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
状
況
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

   

質 

問 

 

係
る
技
術
的
内
容
の
整
理
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
の
「
透
明
性
」
や
「
ピ

ア
レ
ビ
ュ
ー
」
に
つ
い
て 

の
記
述
は
な
い
が
、
政
府
と
し
て
は
、
総
合
的
安
全
評
価
に
お

い
て
透
明
性
を
確
保
す
る
こ
と
や
国
際
機
関
か
ら
の
レ
ビ
ュ
ー
な
ど
に
よ
り
国
際
的
知
見

を
反
映
さ
せ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る 

と
認
識
し
て
お
り
、
今
後
、
電
気
事
業
者
が
行
う
総

合
的
安
全
評
価
に
つ
い
て
保
安
院
が
評
価
を
行
う
に
際
し
て
は
、
公
開
の
場
で
専
門
家
の

意
見
を
聴
取
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
透
明
性 

の
確
保
を
図
る
と
と
も
に
、
各
国
が
行
う

原
子
力
発
電
所
の
安
全
評
価
に
対
す
る
レ
ビ
ュ
ー
を
検
討
し
て
い
る
国
際
原
子
力
機
関

（
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
）
か
ら
の
日
本
の
取
組
に
対
す
る
レ
ビ
ュ
ー
や 

欧
州
の
専
門
家
か
ら
の
技
術

的
な
助
言
を
求
め
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
国
際
的
な
知
見
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
お

り
、
原
子
力
安
全
委
員
会
の
行
う
確
認
と
の
関
係
や
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
等 

の
詳
細
に
つ
い
て

は
現
在
調
整
中
で
あ
る
。 

  

二
に
つ
い
て 

 

欧
州
に
お
け
る
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
に
関
し
て
、
許
可
事
業
者
及
び
各
国
規
制
当
局
に
よ

る
中
間
報
告
書
の
提
出
状
況
、
公
表
状
況
及
び
ペ
ー
ジ
数
に
つ
い
て
、
現
時
点
に
お
い
て

把
握
し
て 

い
る
も
の
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
許
可
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の

一
事
業
者
が
六
十
二
ペ
ー
ジ
の
、
フ
ラ
ン
ス
の
三
事
業
者
が
そ
れ
ぞ
れ
七
千
五
百
十
ペ
ー

ジ
、
千
六
十
四
ペ
ー 

ジ
及
び
四
百
七
十
九
ペ
ー
ジ
の
、
ベ
ル
ギ
ー
の
一
事
業
者
が
二
十
八

ペ
ー
ジ
の
、
ス
ロ
バ
キ
ア
の
一
事
業
者
が
百
九
ペ
ー
ジ
の
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
一
事
業
者
が

三
十
一
ペ
ー
ジ
の
中
間
報
告
書 

を
そ
れ
ぞ
れ
当
該
国
の
規
制
当
局
に
提
出
し
公
表
を
行

っ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。
各
国
規
制
当
局
に
つ
い
て
は
、
英
国
が
四
十
二
ペ
ー
ジ
の
、

オ
ラ
ン
ダ
が
十
九
ペ
ー
ジ
の
、
ス
ウ
ェ
ー 

デ
ン
が
十
五
ペ
ー
ジ
の
、
ス
ペ
イ
ン
が
百
二
ペ

ー
ジ
の
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
が
三
十
一
ペ
ー
ジ
の
、
フ
ラ
ン
ス
が
十
三
ペ
ー
ジ
の
、
ベ
ル
ギ

ー
が
四
十
ペ
ー
ジ
の
、
リ
ト
ア
ニ
ア
が
十
五
ペ
ー
ジ 

の
、
ス
イ
ス
が
十
三
ペ
ー
ジ
の
、
ス

ロ
バ
キ
ア
が
四
十
一
ペ
ー
ジ
の
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
が
百
七
十
七
ペ
ー
ジ
の
、
チ
ェ
コ
が
七
ペ

ー
ジ
の
、
ド
イ
ツ
が
七
十
一
ペ
ー
ジ
の
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
が
十
七 

ペ
ー
ジ
の
、
ブ
ル
ガ
リ
ア

が
五
十
七
ペ
ー
ジ
の
、
ル
ー
マ
ニ
ア
が
四
十
九
ペ
ー
ジ
の
中
間
報
告
書
を
欧
州
委
員
会
に

提
出
し
公
表
し
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

 

政 

府 

回 

答 
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三 

欧
州
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
に
お
い
て
は
、
各
国
の
最
終
報
告
書
に
つ
い
て
は
ピ
ア

レ
ビ
ュ
ー
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
欧
州
ス
ト
レ
ス
テ

ス
ト
仕
様
書
に
よ
れ 

ば
、
ピ
ア
レ
ビ
ュ
ー
を
行
う
チ
ー
ム
は
七
名
か
ら
な
り
、
一

名
の
議
長
、
一
名
の
進
行
役
、
二
名
の
常
任
委
員
、
欧
州
委
員
会
か
ら
も
参
加
し
、

ま
た
、
第
三
国
か
ら
の
参
加
も
可
能
と
な
っ 

て
い
る
。
た
だ
し
、
各
委
員
の
出
身

国
の
評
価
は
行
え
な
い
、
最
終
報
告
が
本
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
提
出
さ
れ
た

後
、
ピ
ア
レ
ビ
ュ
ー
は
来
年
四
月
末
ま
で
に
終
え
な
け
れ
ば
な
ら
な 

い
、
ピ
ア
レ

ビ
ュ
ー
結
果
は
公
表
さ
れ
る
な
ど
、
そ
の
詳
細
な
進
め
方
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。「
日

本
版
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
」
の
信
頼
性
を
高
め
て
い
く
た
め
に
も
、
我
が
国
か
ら
の
「
第

三 

国
参
加
」
を
申
し
出
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
野
田
内
閣
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。 

 

四 

「
日
本
版
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
」
に
お
け
る
第
一
次
評
価
及
び
第
二
次
評
価
そ
れ

ぞ
れ
に
つ
い
て
、
電
気
事
業
者
か
ら
の
報
告
書
提
出
、
原
子
力
安
全
・
保
安
院
の
評

価
の
期
限
、
原
子
力 

安
全
委
員
会
の
確
認
の
期
限
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。
欧
州
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
の
よ
う
に
具
体
的
に
明
ら
か
に
で
き
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

    

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

質 

問 
 

 

三
に
つ
い
て 

 

欧
州
の
ピ
ア
レ
ビ
ュ
ー
を
行
う
チ
ー
ム
に
つ
い
て
は
、
第
三
国
の
専
門
家
を
加
え
る
可

能
性
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
詳
細
は
検
討
中
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。 

  

        

四
に
つ
い
て 

 

電
気
事
業
者
か
ら
の
総
合
的
安
全
評
価
に
係
る
報
告
書
の
提
出
期
限
に
関
し
て
、
二
次

評
価
に
つ
い
て
は
、
年
内
を
目
途
と
し
て
お
り
、
ま
た
、
一
次
評
価
に
つ
い
て
は
、
具
体

的
な
期
限 

を
設
定
し
て
は
い
な
い
が
、
定
期
検
査
中
で
あ
っ
て
、
起
動
準
備
の
整
っ
た
原

子
炉
に
対
し
て
評
価
を
実
施
し
、
保
安
院
に
報
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

ま
た
、
保
安
院
に
お 

い
て
、
専
門
家
の
意
見
も
聞
き
な
が
ら
評
価
を
行
い
、
さ
ら
に
、
原

子
力
安
全
委
員
会
に
お
い
て
、
そ
の
妥
当
性
の
確
認
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ

ら
は
原
子
力
発
電
所
の
更
な
る 

安
全
性
の
向
上
と
、
安
全
性
に
つ
い
て
の
国
民
・
住
民
の

安
心
と
信
頼
の
確
保
の
た
め
に
行
う
も
の
で
あ
る
か
ら
期
限
を
定
め
て
行
う
べ
き
性
質
の

も
の
で
は
な
い
と
認
識
し
て
い
る
。 

  

政 

府 

回 

答 
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五 

「
日
本
版
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
」
に
お
け
る
第
一
次
評
価
及
び
第
二
次
評
価
そ
れ

ぞ
れ
の
電
気
事
業
者
か
ら
の
報
告
書
、
原
子
力
安
全
・
保
安
院
の
評
価
書
、
原
子
力

安
全
委
員
会
の
確
認 

書
は
す
べ
て
公
開
さ
れ
る
の
か
。
そ
の
全
部
又
は
一
部
が
公

開
さ
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
「
国
民
・

住
民
の
方
々
の
安
心
・
信
頼
の
確
保
の
た 

め
」
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
、

原
子
力
安
全
・
保
安
院
の
評
価
、
原
子
力
安
全
委
員
会
の
確
認
自
体
を
各
発
電
所
の

地
元
で
公
開
の
下
で
行
う
こ
と
を
野
田
内
閣
と
し
て
考
え
て
い 

な
い
の
か
、
そ
の

見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

六 

九
月
五
日
、
鉢
呂
前
経
済
産
業
大
臣
が
、
朝
日
新
聞
な
ど
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に

応
じ
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
に
日
本
版
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
の
再
評
価
を
仰
ぐ
旨
の
発
言
を
し
、

九
月
十
九
日
、 

Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
の
天
野
事
務
局
長
が
「
日
本
の
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
実
施

後
の
結
果
を
審
査
し
て
ほ
し
い
と
い
う
要
請
が
あ
れ
ば
、
喜
ん
で
実
施
す
る
」
と
発

言
し
た
と
報
道
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本 

と
し
て
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
に
再
評
価
又
は
審
査
を

依
頼
す
る
の
か
。
依
頼
す
る
と
し
た
場
合
、
原
子
力
安
全
委
員
会
の
行
う
確
認
と
の

関
係
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。
具
体
的
ス
ケ
ジ
ュ
ー 

ル
と
と
も
に
、
政

府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

七 

Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
に
「
日
本
版
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
」
の
審
査
、
再
評
価
、
確
認
な
ど
を

依
頼
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
各
電
気
事
業
者
の
報
告
書
を
翻
訳
す
る
こ
と
と
な
る
た

め
、
む
し
ろ
、
欧
州
委 

員
会
及
び
欧
州
原
子
力
安
全
規
制
グ
ル
ー
プ
に
対
し
、「
日

本
版
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
」
の
結
果
に
つ
い
て
、
ピ
ア
レ
ビ
ュ
ー
の
要
請
を
行
う
べ
き

と
考
え
る
が
、
国
連
会
合
で
「
原
発
の
安
全 

性
を
世
界
最
高
水
準
に
高
め
る
」
と

宣
言
し
た
野
田
内
閣
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

質 

問 
 

 

五
に
つ
い
て 

 

電
気
事
業
者
か
ら
の
総
合
的
安
全
評
価
に
係
る
報
告
書
、
保
安
院
に
よ
る
評
価
結
果
及

び
原
子
力
安
全
委
員
会
に
よ
る
確
認
結
果
に
つ
い
て
は
、
一
次
評
価
及
び
二
次
評
価
の
そ

れ
ぞ
れ
に 

つ
い
て
公
開
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
お
り
、
保
安
院
に
よ
る
評
価
に
つ
い
て
は

公
開
の
場
で
専
門
家
の
意
見
を
聴
取
し
な
が
ら
実
施
す
る
と
と
も
に
、
原
子
力
安
全
委
員

会
に
よ
る
確
認
に
つ 

い
て
も
公
開
の
場
で
実
施
す
る
予
定
で
あ
る
。
ま
た
、
評
価
結
果
等

に
つ
い
て
は
、
地
元
も
含
め
国
民
・
住
民
に
対
し
、
適
切
に
説
明
し
て
ま
い
り
た
い
。 

政 

府 

回 

答 



5 

 

   

    

 

八 

「
本
家
」
欧
州
の
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
に
お
い
て
、「
透
明
性
」
及
び
「
ピ
ア
レ

ビ
ュ
ー
」
は
枢
要
な
要
素
で
あ
り
、
最
初
の
段
階
か
ら
そ
の
仕
様
書
に
、
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル
、
手
順
、
構
成 

な
ど
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、「
日
本
版
ス
ト
レ
ス

テ
ス
ト
」
に
お
い
て
は
、
実
施
を
発
表
し
た
段
階
で
は
全
く
不
明
確
で
、「
泥
縄
的
」

に
検
討
さ
れ
て
い
る
感
が
否
め
な
い
。 

こ
の
よ
う
な
進
め
方
で
は
、「
国
民
・
住
民

の
方
々
に
十
分
な
理
解
が
得
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
状
況
」
を
到
底
改
善
で
き

る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
国
連
会
合
で
「
原
発
の
安
全
性 

を
世
界
最
高
水
準
に

高
め
る
」
と
宣
言
し
た
野
田
内
閣
と
し
て
、
今
後
、
ど
の
よ
う
に
改
善
す
る
の
か
、

具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

  
 

右
質
問
す
る
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

質 

問 
 

 
 

  

政 

府 

回 

答 


